
中小企業信用保険法第２条第５項第５号の認定（セーフティネット５号） 必要書類

（イ）最近３か月の平均売上高または平均販売数量が前年同期と比べて５％以上減少している

（ロ）製品等原価のうち２０％を占める原油等の仕入価格が、２０％以上上昇しているにもかかわらず、製

品等価格に転嫁できていない

（ハ）平成２３年東北地方太平洋沖地震の発生の影響により、最近１か月間の売上高または販売数量が

前年同月に比べて２０％以上減少しており、かつ、その後２か月間を含む３か月間の売上高等が前年同

期に比べて２０％以上減少することが見込まれる

金融機関担当者などの代理人が提出する場合

５号認定申請書（イ） １部

５号認定申請資料（イ） １部 ※社判及び会社印の押印が必要です

⇒直近３か月分の売上高等の証明（月次試算表、売上計画書など）

⇒上記に対応する前年の３か月分の売上高等の証明

（月次試算表、売上計画書など）

実在確認書類 １部

（法人の場合）商業登記簿謄本の写し など

（個人の場合）確定申告書の写し など

許認可証の写し（許認可が必要な業種の場合） １部

５号認定申請書（ロ） １部

５号認定申請資料（ロ） １部 ※社判及び会社印の押印が必要です

⇒売上原価などを証明できる書類（任意様式）

商業登記簿謄本の写し（法人の場合のみ） １部

実在確認書類 １部

（法人の場合）商業登記簿謄本の写し など

（個人の場合）確定申告書の写し など

許認可証の写し（許認可が必要な業種の場合） １部

５号認定申請書（ハ） １部

５号認定申請資料（ハ） １部 ※社判及び会社印の押印が必要です

⇒減少する売上高を証明できる書類（任意様式）

商業登記簿謄本の写し（法人の場合のみ） １部

実在確認書類 １部

（法人の場合）商業登記簿謄本の写し など

（個人の場合）確定申告書の写し など

許認可証の写し（許認可が必要な業種の場合） １部

委任状 １部


